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市からの連絡帳

 税 

■今年度の納期
   今年度の市民税・都民税、固定資産
税・都市計画税等の納期は、下表の
とおりです。納税には口座振替が便
利ですので、ご利用ください。
　なお、納期限を過ぎると延滞金が
加算されたり、差し押さえなどの滞
納処分を受けることがあります。納
期内の納税にご協力ください。
　納税などにお困りの事情がある方
は、お気軽にご相談ください。
◆納税課 　田 （札４６０－９８３１）

 保険・年金・各種申請 

■国民健康保険の届け出
　世帯主の方は、自分の世帯に属す
る被保険者の資格に異動があったと
き（他の健康保険加入脱退時、他市
町村へ転出時、当市へ転入時、死亡
時な

ど）は、必ず１４日以内に届け出をし
てください。
□７５歳以上の方が被用者保険から後
期高齢者医療制度に移行することに
より、その被扶養者が国保に加入す
る場合
　健康保険組合などから発行される
「資格喪失証明書」を持参のうえ、
健康年金課で手続きをしてくださ
い。新たに保険料を負担していただ
くことになりますが、６５～７４歳の被
扶養者の方は、申請により保険料が
軽減されます。併せて手続きをお願
いします。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２２）

■４月以降の離婚時の           
厚生年金の分割
　４月に国民年金第３号被保険者が
ある国民年金第２号被保険者（厚生
年金被保険者）が負担した保険料は、
夫婦が共同して負担したものである
ことが、法律に明記されました。
　これにより、平成２０年４月１日以
降に離婚などが成立した場合は、第
３号被保険者からの請求により、平
成２０年４月以降の第３号被保険者期
間に対する第２号被保険者の厚生年
金の保険料納付記録を自動的に２分
の１に分割（３号分割）することが
できるようになりました。
　なお、平成２０年３月以前の婚姻期
間については、当事者間の合意また
は裁判手続きにより決定された割合
（５０％を上限）により分割すること
となります。
　また、国民年金第２号被保険者が
婚姻期間を計算の基礎とする障害厚
生年金の受給権者である場合には、
保険料納付記録の分割により障害厚
生年金の額が低下してしまうことか
ら、この場合は「３号分割」による
分割はできませんのでご注意くださ
い。
　問 武蔵野社会保険事務所　
（札０４２２－５６－１４１１）
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２５）

■市民課からのお知らせ
　５月１日から各種届け出や証明書
の発行の際の本人確認をより厳格に
させていただきます。　戸籍法、住
民基本台帳法の改正により、戸籍の
届け出・謄抄本などの請求、住民票
の異動届・写しの請求の際、顔写真
付きの証明書や複数の証明書の提示
が義務づけられました。また、届け
出内容や利用目的の確認のため、関
係資料の提示をお願いすることにな
ります。今後も個人情報の保護に努
めてまいりますので、ご理解のほど
よろしくお願いします。
◆市民課 　田 （札４６０－９８２０）
　　　　　保 （札４３８－４０２０）

 子育て 

■５月５日～１１日は　　　　
「全国児童福祉週間」です　
～つたわるよ　めとめをあわせて　
はなしたら～
　この運動は、児童福祉の理念の普
及・啓発や、家庭における親子のふ
れあい促進などを目的とし、各関係
省庁や団体が、全国でさまざまな取
り組みを行うものです。
□主唱　厚生労働省・（社福）全国社
会福祉協議会・除こども未来財団
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■児童手当・児童育成手当　　
新規申請
～６月が年度更新月です！～
　現在手当を受給されていない方で
支給要件に該当する方は、新規申請
手続きが必要です。所得・扶養人数
などの関係で新年度から該当の方
は、５月中に申請してください。手
当の支給は申請の翌月からとなりま
す。所得が一定額以上の場合は、手
当は支給されません（表２参照）。
興児童手当
　対 小学校修了前（１２歳到達後最初の
年度末）の児童を養育している方
□支給金額　右上表１参照
□所得制限　右上表２参照
□必要書類　右上表３参照
興育成手当
　対 父・母が婚姻を解消または、同様
の状態（父または母が死亡・重度の
障害・生死不明な

ど）にある１８歳に達
した日が属する年度末日以前の児童
を扶養している方
※受給者が事実婚状態にある場合な
どは対象となりません。
□支給金額　月額１３，５００円（児童１
人あたり）
□所得制限　右上表２参照
□必要書類　右上表３参照（後日提
出可）
興障害手当
　対 「愛の手帳」１～３度、「身体障害
者手帳」１～２級程度または脳性麻
ひ、進行性筋萎縮症の障害がある２０
歳未満の児童を養育している方

□支給金額　月額１５，５００円
□所得制限　下表２参照
□必要書類　下表３参照（後日提出
可）
◆子育て支援課 　田 （札４６０－９８４０）

■ファミリー・サポート・セン
ターファミリー会員登録説明会
　子どもを預けたい方（ファミリー
会員）、子どもを預かる方（サポート
会員）からなる会員同士の相互援助
活動を行っています。ファミリー会員の
登録希望の方は出席してください（子ど
も同伴可）。電話申し込み要。
　時 ・　場 ①５月１０日松 午前１０時～正
午・保谷庁舎　②５月２１日昌 午前１０
時～正午・イングビル
□必要なもの　保護者の顔写真（縦
３㎝×横２．５㎝）１枚、印鑑、８０円切
手１枚（会員証郵送用）
　申 ①５月９日晶午後５時
②５月２０日昇午後５時
までに当センターへ
◆ファミリー・サポート・センター
事務局（札４３８－４１２１）

 福祉 

■５月は赤十字会員（社員） 
募集月間です
～赤十字活動資金へご協力を！～
　赤十字会員（社員）とは、年額５００
円以上の会費（社資）を日本赤十字
社の活動資金としてご協力いただけ
る方のことです。皆さんから寄せら
れた活動資金で、国内外における災
害時等の救護・救援活動、血液・医
療事業などを実施しています。期間
中、皆さんのお宅を赤十字協賛委員
などが伺いますので、ご理解とご協
力をお願いします。
　時 ・　場 ５月中・市内全域
◆生活福祉課
　保 （札４６４－１３１１ 内線２３１１）

国保に加入するとき
届け出先必要なもの事由

市民課（田無庁
舎・保谷庁舎）、
谷戸・柳橋・中
原出張所

印鑑、転出証明
書

他の市区町村
から転入して
きたとき

印鑑、保険証、
母子健康手帳

子どもが生ま
れたとき

健康年金課（田
無庁舎）、市民
課保谷庁舎総合
窓口係（保谷庁
舎）、谷 戸・柳
橋・中原出張所

印鑑、職場の健
康保険をやめた
証明書(資格喪
失証明書または
離職票）

職場の健康保
険をやめたと
き

印鑑、被扶養者
でなくなったこ
とがわかる証明
書

職場の健康保
険の被扶養者
でなくなった
とき

健康年金課（田
無庁舎）、市民課
保谷庁舎総合窓
口係（保谷庁舎）

印鑑、保護廃止
決定通知書

生活保護を受
けなくなった
とき

健康年金課
（田無庁舎）外国人登録証外国人が加入

するとき

国保をやめるとき
届け出先必要なもの事由

市民課（田無庁
舎・保谷庁舎）、
谷戸・柳橋・中
原出張所

印鑑、保険証、
高齢受給者証

他の市区町村
に転出すると
き

印鑑、保険証、
死亡を証明する
もの、高齢受給
者証

死亡したとき

健康年金課（田
無庁舎）、市民
課保谷庁舎総合
窓口係（保谷庁
舎）、谷 戸・柳
橋・中原出張所

印鑑、国保と職
場の健康保険の
両方の保険証
（職場の健康保
険証が未交付の
場合は、加入し
た証明）

職場の健康保
険に加入した
とき

印鑑、国保と職
場の健康保険の
両方の保険証
（職場の健康保
険証が未交付の
場合は、加入し
た証明）

職場の健康保
険の被扶養者
になったとき

健康年金課（田
無庁舎）、市民課
保谷庁舎総合窓
口係（保谷庁舎）

印鑑、保険証、
保護開始決定通
知書

生活保護を受
け始めたとき

健康年金課
（田無庁舎）保険証外国人がやめ

るとき

その他の届け出
届け出先必要なもの事由

健康年金課
（田無庁舎）

印鑑、保険証、
厚生年金証書、
共済年金証書

退職者医療制
度の対象とな
ったとき

市民課（田無庁
舎・保谷庁舎）、
谷戸・柳橋・中
原出張所

印鑑、保険証、
高齢受給者証

市内で住所が
変わったとき

印鑑、保険証、
高齢受給者証

世帯主や氏名
が変わったと
き

印鑑、保険証、
高齢受給者証

世帯を分けた
り、一緒にな
ったとき

健康年金課
（田無庁舎）

印鑑、保険証、
在園証明書（施
設入所のみ）、
高齢受給者証

他の市区町村
で施設入所や
長期入院する
とき

健康年金課（田
無庁舎）、市民
課保谷庁舎総合
窓口係（保谷庁
舎）

印鑑、保険証、
在学証明書また
は学生証

修学のため、
子どもが他の
市町村に住む
とき

印鑑、身分を証
明するもの

保険証および
高齢受給者証
を無くしたと
き　（または
汚れて使えな
いとき）

表１　平成２０年度支給額

１０，０００円（月額）３歳未満の
児童

５，０００円（月額）第１子３歳以上～
小学校修了
前の児童

５，０００円（月額）第２子
１０，０００円（月額）第３子以降

表２　平成２０年度所得制限額表
（平成１９年中の所得額）

児童育成手当児童手当
扶養
人数

国民年金以外
の年金に加入
している方

国民年金加入
および年金未
加入の方

３，６０４，０００円５，３２０，０００円４，６００，０００円０人

３，９８４，０００円５，７００，０００円４，９８０，０００円１人

４，３６４，０００円６，０８０，０００円５，３６０，０００円２人

４，７４４，０００円６，４６０，０００円５，７４０，０００円３人

以降１人増すごとに３８万円加算-

表３　申請に必要なもの
児童育
成手当
（障害）

児童育
成手当

児童
手当

○○○印鑑

○戸籍謄本（申請者および
児童のもの）

○○○２０年度所得証明書※平成２０
年１月２日以降に転入の方

○健康保険者証の写しな
ど

○○○申請者名義の預金口座の
わかるもの（郵便局以外）

○身体障害者手帳・愛の手
帳（お持ちの方）

○その他（調査書類な
ど）

１期
固定資産税・都市計画税

５月
軽自動車税

１期市民税・都民税（普通徴収）６月
２期固定資産税・都市計画税７月
２期市民税・都民税（普通徴収）８月
３期市民税・都民税（普通徴収）１０月
３期固定資産税・都市計画税１２月
４期市民税・都民税（普通徴収）１月
４期固定資産税・都市計画税２月

※納期限日は、各納期月の末日（ただし、
１２月は２５日）です。
※納期限日が土・日曜日、祝日などの金
融機関休業日の場合は、翌金融機関営
業日に繰り延べます。
※口座振替は、振替開始希望日の４５日前
までに申し込んでください。


